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(57)【要約】
【課題】情報処理負担を軽減しつつタイムシフト再生中
における放送の受信不能状態に応じてタイムシフト再生
からリアルタイム再生にすみやかに切り替えることがで
きる「移動体用放送受信装置」を提供すること。
【解決手段】タイムシフト再生中における放送の受信不
能状態が、タイムシフト時間との関係において所定の条
件を満足するようになった場合には、制御手段５による
タイムシフト再生処理手段５およびリアルタイム再生処
理手段５の制御によって、タイムシフト再生を終了して
リアルタイム再生に切り替えること。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に搭載され、
　放送を受信する受信手段と、
　この受信手段によって受信された放送を記憶部に逐次記録する記録手段と、
　前記受信された放送の放送内容を当該放送の受信後即時に再生するリアルタイム再生を
行うことが可能とされたリアルタイム再生処理手段と、
　前記記録手段によって記録された放送を用いることによって、前記受信された放送の放
送内容を当該放送の受信時から所定のタイムシフト時間だけ遅延させて再生するタイムシ
フト再生を行うことが可能とされたタイムシフト再生処理手段と、
　このタイムシフト再生処理手段による前記タイムシフト再生中における放送の受信不能
状態が、前記タイムシフト時間との関係において所定の条件を満足するようになった場合
には、前記タイムシフト再生から前記リアルタイム再生への切り替えを行うように前記タ
イムシフト再生処理手段および前記リアルタイム再生処理手段を制御可能とされた制御手
段と
　を備えたことを特徴とする移動体用放送受信装置。
【請求項２】
　前記所定の条件は、前記タイムシフト時間に対する放送の受信不能時間の合計値の割合
が所定の閾値を超えることであること
　を特徴とする請求項１に記載の移動体用放送受信装置。
【請求項３】
　前記所定の条件は、前記タイムシフト時間あたりの放送の受信可能状態から受信不能状
態への切り替えの回数が所定の閾値を超え、かつ、前記タイムシフト時間に対する放送の
受信不能時間の合計値の割合が所定の閾値を超えることであること
　を特徴とする請求項１に記載の移動体用放送受信装置。
【請求項４】
　前記所定の条件は、前記タイムシフト時間に対する放送の連続受信不能時間の割合が所
定の閾値を超えることであること
　を特徴とする請求項１に記載の移動体用放送受信装置。
【請求項５】
　前記タイムシフト再生処理手段による前記タイムシフト再生中における放送の受信不能
状態が、前記タイムシフト時間との関係において所定の条件を満足するようになった場合
に、前記リアルタイム再生への切り替えを行うか否かの問い合わせをユーザが応答可能な
状態として出力する問い合わせ出力手段を備え、
　前記制御手段は、前記問い合わせ出力手段によって出力された問い合わせに対する前記
リアルタイム再生への切り替えを行う旨の応答を待って、前記リアルタイム再生への切り
替えを行うように前記タイムシフト再生処理手段および前記リアルタイム再生処理手段を
制御するように形成されていること
　を特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の移動体用放送受信装置。
【請求項６】
　前記タイムシフト再生処理手段による前記タイムシフト再生中における放送の受信不能
状態が、前記所定の条件として、前記タイムシフト時間に対する放送の連続受信不能時間
の割合が所定の閾値を超えることを満足するようになった場合に、前記リアルタイム再生
への切り替えを行うか否かの問い合わせをユーザが応答可能な状態として出力する問い合
わせ出力手段を備え、
　前記制御手段は、前記問い合わせ出力手段によって出力された前記リアルタイム再生へ
の切り替えの有無の問い合わせに対する前記リアルタイム再生への切り替えを行う旨の応
答を待って、前記リアルタイム再生への切り替えを行うように前記タイムシフト再生処理
手段および前記リアルタイム再生処理手段を制御するように形成され、
　前記所定の条件を満足するようになった時点から前記タイムシフト時間分遡った時点ま
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での間の時間帯は、前記連続受信不能時間と、この連続受信不能時間に後続する受信可能
時間とによって構成されており、
　前記問い合わせ手段は、前記リアルタイム再生への切り替えが行われた時点から前記連
続受信不能時間と同一の時間が経過した時点において、前記タイムシフト再生への切り替
えを行うか否かの問い合わせをユーザが応答可能な状態として出力するように形成され、
　前記制御手段は、前記問い合わせ出力手段によって出力された前記タイムシフト再生へ
の切り替えの有無の問い合わせに対する前記タイムシフト再生への切り替えを行う旨の応
答を待って、前記タイムシフト再生への切り替えを行うように前記タイムシフト再生処理
手段および前記リアルタイム再生処理手段を制御するように形成されていること
　を特徴とする請求項４に記載の移動体用放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体用放送受信装置に係り、特に、タイムシフト再生の機能を備えた移動
体用放送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両等の移動体には、テレビチューナやラジオチューナを搭載することによ
って、地上デジタルテレビ放送やラジオ放送（例えば、ＤＡＢ：Digital Audio Broadcas
t）等の放送を受信して再生する放送受信装置が採用されていた。
【０００３】
　このような放送受信装置の中には、いわゆるタイムシフト再生（追っかけ再生）が可能
とされた機種もあった。
【０００４】
　ここで、このようなタイムシフト再生を行うことが可能とされた機種においては、放送
内容（例えば、テレビ番組等）をリアルタイムで記録（録画、録音）しながら、記録され
た放送内容を、放送の受信時から所定のタイムシフト時間だけ遅延させて再生することが
可能とされていた。
【０００５】
　そして、このようなタイムシフト再生の機能を車載用の放送受信装置に搭載した場合に
は、例えば、車両の走行中にはテレビ放送を視聴することができない運転席のユーザが、
走行中に記録されたテレビ放送の放送内容を停車中に視聴することが可能であった。
【０００６】
　しかし、このようなタイムシフト再生を行う場合であっても、いつまでもリアルタイム
放送から放送内容が遅延したままでは、ユーザに提供される情報の新鮮さが損なわれ続け
ることになる。
【０００７】
　そこで、これまでにも、この種のタイムシフト再生を行うことが可能とされた放送受信
装置においては、タイムシフト再生から、放送内容を受信後即時に再生するリアルタイム
再生へと復帰するための種々の提案がなされていた。
【０００８】
　例えば、特許文献１においては、受信状態が変化しやすい車載用の放送受信装置である
ことを利用して、図７に示すように、車両の走行中は、映像（番組）を録画し、録画され
た映像のうちの受信状態が悪い部分（図７における受信不能状態の部分）を除去して残り
の適正な映像を結合してタイムシフト再生に用いることによって、タイムシフト再生とリ
アルタイム放送との時間差を短縮する技術が提案されていた。なお、図７においては、タ
イムシフト時間が当初の２分から１５秒に短縮されている。
【０００９】
　この他にも、例えば、受信状態が悪い部分を早送りすることによって、タイムシフト再
生とリアルタイム放送との時間差を短縮する技術も提案されていた。
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【００１０】
【特許文献１】特開２００３－２４４５９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来は、リアルタイムで放送内容を記録しながら、放送の受信状態を監
視して映像や音声の編集処理や早送り処理等の並行処理を行わなければならなかったため
、情報処理負担が過大となるといった問題が生じていた。
【００１２】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みなされたものであり、情報処理負担を軽減し
つつタイムシフト再生中における放送の受信不能状態に応じてタイムシフト再生からリア
ルタイム再生への切り替えをすみやかに行うことができる移動体用放送受信装置を提供す
ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る移動体用放送受信装置は、移動体に搭載さ
れ、放送を受信する受信手段と、この受信手段によって受信された放送を記憶部に逐次記
録する記録手段と、前記受信された放送の放送内容を当該放送の受信後即時に再生するリ
アルタイム再生を行うことが可能とされたリアルタイム再生処理手段と、前記記録手段に
よって記録された放送を用いることによって、前記受信された放送の放送内容を当該放送
の受信時から所定のタイムシフト時間だけ遅延させて再生するタイムシフト再生を行うこ
とが可能とされたタイムシフト再生処理手段と、このタイムシフト再生処理手段による前
記タイムシフト再生中における放送の受信不能状態が、前記タイムシフト時間との関係に
おいて所定の条件を満足するようになった場合には、前記タイムシフト再生から前記リア
ルタイム再生への切り替えを行うように前記タイムシフト再生処理手段および前記リアル
タイム再生処理手段を制御可能とされた制御手段とを備えたことを特徴としている。
【００１４】
　そして、このような構成によれば、タイムシフト再生中における放送の受信不能状態が
、タイムシフト時間との関係において所定の条件を満足するようになった場合には、制御
手段の制御によって、タイムシフト再生を終了してリアルタイム再生に切り替えることが
できるので、映像・音声の編集処理や早送り処理を要することなく、受信不能状態に応じ
た好適なタイミングでタイムシフト再生からリアルタイム放送への切り替えを行うことが
できる。
【００１５】
　また、前記所定の条件は、前記タイムシフト時間に対する放送の受信不能時間の合計値
の割合が所定の閾値を超えることであってもよい。
【００１６】
　そして、このような構成によれば、タイムシフト時間に対する放送の受信不能時間の合
計値の割合が所定の閾値を超えた場合に、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切
り替えを行うことができるので、適切に受信されて記録された放送を視聴する機会を逸し
てしまうといったユーザのデメリットを可及的に少なくすることができるより好適なタイ
ミングでタイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替えを行うことができる。
【００１７】
　さらに、前記所定の条件は、前記タイムシフト時間あたりの放送の受信可能状態から受
信不能状態への切り替えの回数が所定の閾値を超え、かつ、前記タイムシフト時間に対す
る放送の受信不能時間の合計値の割合が所定の閾値を超えることであってもよい。
【００１８】
　そして、このような構成によれば、タイムシフト時間あたりの放送の受信可能状態から
受信不能状態への切り替えの回数が所定の閾値を超え、かつ、タイムシフト時間に対する
放送の受信不能時間の合計値の割合が所定の閾値を超えた場合に、タイムシフト再生から
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リアルタイム再生への切り替えを行うことができるので、適切に受信されて記録された放
送を視聴する機会を逸してしまうといったユーザのデメリットが少ないより好適なタイミ
ングでタイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替えを行うことができる。
【００１９】
　さらにまた、前記所定の条件は、前記タイムシフト時間に対する放送の連続受信不能時
間の割合が所定の閾値を超えることであってもよい。
【００２０】
　そして、このような構成によれば、タイムシフト時間に対する放送の連続受信不能時間
の割合が所定の閾値を超えた場合に、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替
えを行うことができるので、適切に受信されて記録された放送を視聴する機会を逸してし
まうといったユーザのデメリットが少ないより好適なタイミングでタイムシフト再生から
リアルタイム再生への切り替えを行うことができる。
【００２１】
　また、前記タイムシフト再生処理手段による前記タイムシフト再生中における放送の受
信不能状態が、前記タイムシフト時間との関係において所定の条件を満足するようになっ
た場合に、前記リアルタイム再生への切り替えを行うか否かの問い合わせをユーザが応答
可能な状態として出力する問い合わせ出力手段を備え、前記制御手段は、前記問い合わせ
出力手段によって出力された問い合わせに対する前記リアルタイム再生への切り替えを行
う旨の応答を待って、前記リアルタイム再生への切り替えを行うように前記タイムシフト
再生処理手段および前記リアルタイム再生処理手段を制御するように形成されていてもよ
い。
【００２２】
　そして、このような構成によれば、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替
えに好適なタイミングとなった場合に、問い合わせに対する応答を待ってリアルタイム再
生への切り替えを行うことができるので、ユーザの意図を反映した再生を行うことができ
る。
【００２３】
　さらに、前記タイムシフト再生処理手段による前記タイムシフト再生中における放送の
受信不能状態が、前記所定の条件として、前記タイムシフト時間に対する放送の連続受信
不能時間の割合が所定の閾値を超えることを満足するようになった場合に、前記リアルタ
イム再生への切り替えを行うか否かの問い合わせをユーザが応答可能な状態として出力す
る問い合わせ出力手段を備え、前記制御手段は、前記問い合わせ出力手段によって出力さ
れた前記リアルタイム再生への切り替えの有無の問い合わせに対する前記リアルタイム再
生への切り替えを行う旨の応答を待って、前記リアルタイム再生への切り替えを行うよう
に前記タイムシフト再生処理手段および前記リアルタイム再生処理手段を制御するように
形成され、前記所定の条件を満足するようになった時点から前記タイムシフト時間分遡っ
た時点までの間の時間帯は、前記連続受信不能時間と、この連続受信不能時間に後続する
受信可能時間とによって構成されており、前記問い合わせ手段は、前記リアルタイム再生
への切り替えが行われた時点から前記連続受信不能時間と同一の時間が経過した時点にお
いて、前記タイムシフト再生への切り替えを行うか否かの問い合わせをユーザが応答可能
な状態として出力するように形成され、前記制御手段は、前記問い合わせ出力手段によっ
て出力された前記タイムシフト再生への切り替えの有無の問い合わせに対する前記タイム
シフト再生への切り替えを行う旨の応答を待って、前記タイムシフト再生への切り替えを
行うように前記タイムシフト再生処理手段および前記リアルタイム再生処理手段を制御す
るように形成されていてもよい。
【００２４】
　そして、このような構成によれば、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替
えに好適なタイミングとなった場合に、問い合わせに対する応答を待ってリアルタイム再
生への切り替えを行うことができるので、ユーザの意図を反映した再生を行うことができ
る。また、リアルタイム再生への切り替え後、連続受信不能時間と同一の時間が経過した



(6) JP 2010-68181 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

時点においてタイムシフト再生に切り替えを行えば、リアルタイム再生への切り替えによ
って再生することができなかった前記受信可能時間の放送内容をタイムシフト再生によっ
て再生することができ、適切に受信されて記録された放送を視聴する機会を逸してしまう
といったユーザのデメリットを解消することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、情報処理負担を軽減しつつタイムシフト再生中における放送の受信不
能状態に応じてタイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替えをすみやかに行うこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明に係る移動体用放送受信装置の一例としての車両に搭載された車載用デジ
タル放送受信装置の実施形態について、図１乃至図６を参照して説明する。
【００２７】
　図１に示すように、本実施形態における車載用デジタル放送受信装置１は、受信手段と
してのチューナ２を有しており、このチューナ２には、アンテナ３が接続されている。
【００２８】
　チューナ２は、アンテナ３を介して地上デジタルテレビ放送（以下、単に、テレビ放送
と称する）の電波を受信可能とされており、受信したテレビ放送の電波から、ユーザの所
望のチャンネルに合致した受信周波数の放送信号を抽出し、抽出した放送信号を後段に出
力するようになっている。
【００２９】
　また、チューナ２には、ＣＰＵ５が接続されており、このＣＰＵ５には、入力操作部６
が接続されている。ＣＰＵ５は、入力操作部６の操作によってユーザが指定したチャンネ
ルの放送信号を抽出するようにチューナ２を制御するようになっている。
【００３０】
　さらに、チューナ２の後段には、ＯＦＤＭ復調器７が接続されており、このＯＦＤＭ復
調器７には、チューナ２から出力された放送信号が入力されるようになっている。
【００３１】
　そして、ＯＦＤＭ復調器７は、入力された放送信号に対して、アナログ－デジタル（Ａ
／Ｄ）変換処理、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）復調処理お
よび誤り訂正処理の各処理を行ってトランスポートストリーム（ＴＳ）を取得し、取得さ
れたトランスポートストリームを後段に出力するようになっている。
【００３２】
　ＯＦＤＭ復調器７の後段には、ＴＳデコーダ８が接続されており、このＴＳデコーダ８
には、ＯＦＤＭ復調器７から出力されたトランスポートストリームが入力されるようにな
っている。
【００３３】
　そして、ＴＳデコーダ８は、入力されたトランスポートストリームから映像データと音
声データとを抽出し、抽出された映像データおよび音声データを後段に出力可能とされて
いる。
【００３４】
　ＴＳデコーダ８の後段には、ＭＰＥＧデコーダ１０が接続されており、このＭＰＥＧデ
コーダ１０には、ＴＳデコーダ８から出力された映像データおよび音声データが入力され
るようになっている。
【００３５】
　そして、ＭＰＥＧデコーダ１０は、入力された映像データおよび音声データのＭＰＥＧ
圧縮を解除し、圧縮が解除された映像データおよび音声データを後段に出力するようにな
っている。
【００３６】
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　ＭＰＥＧデコーダ１０の後段には、映像ＤＡＣ１１および音声ＤＡＣ１２がそれぞれ接
続されており、映像ＤＡＣ１１には、ＭＰＥＧデコーダ１０から出力された映像データが
、音声ＤＡＣ１２には、ＭＰＥＧデコーダ１０から出力された音声データが、それぞれ入
力されるようになっている。
【００３７】
　映像ＤＡＣ１１は、ＭＰＥＧデコーダ１０側から入力された映像データに対してデジタ
ル－アナログ（Ｄ／Ａ）変換処理を行い、Ｄ／Ａ変換処理後の映像データを後段に出力す
るようになっている。
【００３８】
　音声ＤＡＣ１２は、ＭＰＥＧデコーダ１０側から入力された音声データに対してＤ／Ａ
変換処理を行い、Ｄ／Ａ変換処理後の音声データを後段に出力するようになっている。
【００３９】
　映像ＤＡＣ１１の後段には、液晶ディスプレイ等のディスプレイ１４が接続されており
、このディスプレイ１４には、映像ＤＡＣ１１から出力された映像データに対応する映像
が表示されるようになっている。
【００４０】
　音声ＤＡＣ１２の後段には、スピーカ１５が接続されており、このスピーカ１５は、音
声ＤＡＣ１２から出力された音声データに対応する音声を出力するようになっている。
【００４１】
　また、本実施形態において、ＣＰＵ５は、ＴＳデコーダ８と接続されているとともに、
リアルタイム再生処理手段として機能するようになっている。
【００４２】
　すなわち、ＣＰＵ５は、テレビ放送を再生する際に、入力操作部６によって後述するタ
イムシフト再生の実行が指示されていない場合には、ＴＳデコーダ８に、トランスポート
ストリームから抽出された最新の映像データと音声データとをそのままＭＰＥＧデコーダ
１０へと出力させるようになっている。
【００４３】
　これにより、車載用デジタル放送受信装置１は、チューナ２によって受信されたテレビ
放送の放送内容を受信後即時に再生（映像表示および音声出力）するリアルタイム再生を
行うことが可能とされている。
【００４４】
　さらに、本実施形態において、ＴＳデコーダ８には、記憶部としてのハードディスクド
ライブ（ＨＤＤ）１７が接続されている。
【００４５】
　そして、本実施形態において、ＣＰＵ５は、記録手段としても機能し、ＴＳデコーダ８
に対する制御により、ＴＳデコーダ８によって抽出された映像データおよび音声データを
ハードディスクドライブ１７に逐次格納させることによって、チューナ２が受信したテレ
ビ放送をハードディスクドライブ１７に逐次記録するようになっている。
【００４６】
　さらに、本実施形態において、ＣＰＵ５は、タイムシフト再生処理手段としても機能す
るようになっている。
【００４７】
　すなわち、ＣＰＵ５は、入力操作部６の操作によってユーザがタイムシフト再生を指示
した場合には、ＴＳデコーダ８に対する制御により、ＴＳデコーダ８によって抽出された
最新の映像データおよび音声データの代わりに、これらのデータよりも予め設定された所
定（本実施形態においては一定）のタイムシフト時間だけ前に受信されてハードディスク
ドライブ１７に記録された映像データおよび音声データを、ハードディスクドライブ１７
から取得してＭＰＥＧデコーダ１０に向かって出力させるようになっている。
【００４８】
　これにより、車載用デジタル放送受信装置１は、ハードディスクドライブ１７に記録さ
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れた放送を用いることによって、受信されたテレビ放送の放送内容をテレビ放送の受信時
から所定（一定）のタイムシフト時間だけ遅延させて再生するタイムシフト再生を行うこ
とが可能とされている。
【００４９】
　さらに、本実施形態においては、ＣＰＵ５とＯＦＤＭ復調器７とが互いに接続されてお
り、ＣＰＵ５は、ＯＦＤＭ復調器７による誤り訂正処理の結果に基づいて、テレビ放送の
受信状態が、適切な受信がなされているとみなせる状態である受信可能状態であるか、ま
たは、適切な受信がなされていないとみなせる状態である受信不能状態であるかを判定す
る受信状態判定を行うようになっている。このとき、ＣＰＵ５は、誤り訂正処理によって
算出された誤り訂正率が閾値以下の場合には、受信可能状態であると判定し、誤り訂正率
が閾値を超える場合には、受信不能状態であると判定するようにしてもよい。
【００５０】
　さらにまた、ＣＰＵ５は、タイムシフト再生中における受信状態判定の判定結果に基づ
いて、タイムシフト再生中における放送の受信不能状態が、タイムシフト時間との関係に
おいて所定の条件（以下、切り替え条件と称する）を満足するようになったか否か、すな
わち、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替えに好適なタイミングとなった
か否かを判定する切り替え時期判定を行うようになっている。
【００５１】
　そして、本実施形態において、ＣＰＵ５は、映像ＤＡＣ１１と接続されているとともに
、問い合わせ手段として機能するようになっている。
【００５２】
　すなわち、ＣＰＵ５は、切り替え時期判定の結果、切り替え条件が満足されるようにな
った場合には、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替えを行うか否かの問い
合わせをユーザが応答可能な状態として出力するようになっている。具体的には、ＣＰＵ
５は、タイムシフト再生からリアルタイム再生へと切り替えるか否かを問い合わせる文字
情報と、切り替えの有無を選択（応答）する操作ボタンとをディスプレイ１４に表示する
ようにしてもよい。
【００５３】
　なお、ＣＰＵ５が音声出力によって問い合わせを行うように形成するとともに、この問
い合わせに対する応答を音声入力によって行うことが可能に形成してもよい。
【００５４】
　さらに、本実施形態において、ＣＰＵ５は、制御手段としても機能し、切り替えの有無
の問い合わせに対して入力操作部６を通じて切り替えを行う旨の応答が入力された場合に
は、自らのタイムシフト再生処理手段およびリアルタイム再生処理手段としての機能を制
御することによって、タイムシフト再生を終了してリアルタイム再生へと切り替えるよう
になっている。
【００５５】
　ここで、図２は、ＣＰＵ５による切り替え時期判定の第１の例を説明するためのタイム
チャートである。この第１の例においては、切り替え条件が、図２に示すように、タイム
シフト時間Ｔに対するテレビ放送の受信不能時間ｔ１、ｔ２、ｔ３およびｔ４（すなわち
、受信不能状態の継続時間）の合計値ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４の割合（百分率）｛（ｔ１

＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４）／Ｔ｝×１００が所定の閾値（図２において８０％）を超えること
とされている。そして、この第１の例においては、図２に示すように、切り替え条件が満
足されるようになった場合には、前記問い合わせに対する応答を待って、タイムシフト再
生からリアルタイム再生への切り替えを行うようになっている。ただし、図２においては
、切り替え条件が満足されるようになった時点から応答が行われる時点までは極めて短い
時間であるものとみなして、切り替え条件が満足されるようになった時点とリアルタイム
再生への切り替えが行われる時点とを同一と扱っている。また、図２においては、放送局
からリアルタイムに送信される放送（図２におけるリアルタイム放送）の受信時点から当
該放送の再生（リアルタイム再生）時点までの時間が極めて短い時間であるとみなして、
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リアルタイム放送の受信タイミングとリアルタイム再生のタイミングとを同時と扱ってい
る。
【００５６】
　また、図３は、ＣＰＵ５による切り替え時期判定の第２の例を説明するためのタイムチ
ャートである。この第２の例においては、切り替え条件が、図３に示すように、タイムシ
フト時間Ｔあたりのテレビ放送の受信可能状態から受信不能状態への切り替えの回数が所
定の閾値（例えば、５回）を超え、かつ、タイムシフト時間Ｔに対するテレビ放送の受信
不能時間ｔ１、ｔ２、ｔ３、ｔ４、ｔ５、ｔ６およびｔ７の合計値ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ

４＋ｔ５＋ｔ６＋ｔ７の割合（百分率）｛（ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４＋ｔ５＋ｔ６＋ｔ７

）／Ｔ｝×１００が所定の閾値（図３において６０％）を超えることとされている。そし
て、この第２の例においても、切り替え条件が満足されるようになった場合には、前記問
い合わせに対する応答を待って、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切り替えを
行うようになっている。ただし、図３においても、図２と同様の理由により、切り替え条
件が満足されるようになった時点とリアルタイム再生への切り替えが行われる時点とを同
一と扱っており、また、リアルタイム放送の受信タイミングとリアルタイム再生のタイミ
ングとを同時と扱っている。
【００５７】
　さらに、図４は、ＣＰＵ５による切り替え時期判定の第３の例を説明するためのタイム
チャートである。この第３の例においては、切り替え条件が、図４に示すように、タイム
シフト時間Ｔに対するテレビ放送の連続受信不能時間ｔの割合（百分率）（ｔ／Ｔ）×１
００が所定の閾値（図４において９０％）を超えることとされている。そして、この第３
の例においても、図４に示すように、切り替え条件が満足されるようになった場合には、
前記問い合わせに対する応答を待って、タイムシフト再生からリアルタイム再生への切り
替えを行うようになっている。ただし、図４においても、図２、図３と同様の理由により
、切り替え条件が満足されるようになった時点とリアルタイム再生への切り替えが行われ
る時点とを同一と扱っており、また、リアルタイム放送の受信タイミングとリアルタイム
再生のタイミングとを同時と扱っている。
【００５８】
　また、図２～図４には、いずれも、テレビ放送の受信状態が受信可能状態から受信不能
状態へと切り替わった時点を切り替え時期判定の基準時点として、この基準時点からＴ秒
（タイムシフト時間）後に切り替え時期判定を行うようなタイムチャートが示されている
が、この基準時点は、タイムシフト再生中における経時にともなって逐次連続的に発生し
ているものである。換言すれば、ＣＰＵ５は、タイムシフト再生中において、切り替え時
期判定を、現在時刻のＴ秒前の基準時点（ただし、タイムシフト再生中の時点）を基準と
して連続的に行うようになっている。
【００５９】
　したがって、本実施形態によれば、従来のような映像・音声の編集処理や早送り処理を
要することなく、受信不能状態に応じた好適なタイミングでタイムシフト再生からリアル
タイム放送への切り替えを行うことができる。
【００６０】
　また、第１～第３の例によれば、ハードディスクドライブ１７に記録された映像データ
および音声データのうち、切り替え条件が満足されるようになった時点直前の単位タイム
シフト時間分の映像データおよび音声データは、当該時点以降はタイムシフト再生が行わ
れないためタイムシフト再生に用いられないことになる。しかしながら、このような単位
タイムシフト時間分の映像データおよび音声データを犠牲（使用しない）にしたとしても
、これらの映像データおよび音声データは映像・音声の途切れが多く適切に再生される部
分が少ないため、適切に受信されて記録されたテレビ放送を視聴する機会を逸してしまう
といったユーザのデメリットは少なくて済む。
【００６１】
　次に、本実施形態の作用の一例について説明する。



(10) JP 2010-68181 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【００６２】
　なお、初期状態においては、リアルタイム再生が行われているとともに、ＣＰＵ５によ
る受信状態判定が行われているものとする。
【００６３】
　そして、初期状態から、まず、図５のステップ１（ＳＴ１）に示すように、ユーザによ
る入力操作部６を用いたタイムシフト再生の実行の指令にしたがって、ＣＰＵ５によるＴ
Ｓデコーダ８に対する制御の下で、タイムシフト再生を開始する。これにより、タイムシ
フト再生からリアルタイム再生への切り替えのための処理が開始される。
【００６４】
　次いで、ステップ２（ＳＴ２）においては、ＣＰＵ５により、受信状態判定の判定結果
に基づいて、切り替え時期判定として、タイムシフト時間に対するテレビ放送の連続受信
不能時間の割合が所定の閾値を超えるか否かを判定し、超える場合には、ステップ３（Ｓ
Ｔ３）に進み、超えない場合には、ステップ５（ＳＴ５）に進む。
【００６５】
　なお、このステップ２（ＳＴ２）における判定は、図４に示した切り替え時期判定の第
３の例である。また、このステップ２（ＳＴ２）における判定は、前述したタイムシフト
再生中において逐次発生する各基準時点からそれぞれＴ秒（タイムシフト時間）が経過し
た各時点（ただし、タイムシフト再生中の時点）ごとに逐次行う。
【００６６】
　ステップ３（ＳＴ３）においては、ＣＰＵ５により、リアルタイム再生への切り替えを
行うか否かの問い合わせを出力するとともに、この問い合わせに対するユーザからの応答
が、リアルタイム再生への切り替えを行う旨の応答であるか否かを判定する。
【００６７】
　そして、この判定の結果、ユーザからの応答が、リアルタイム再生への切り替えを行う
旨の応答である場合には、ステップ４（ＳＴ４）に進み、リアルタイム再生への切り替え
を行わない旨の応答である場合には、ステップ５（ＳＴ５）に進む。
【００６８】
　ステップ４（ＳＴ４）においては、ＣＰＵ５によるＴＳデコーダ８の制御により、リア
ルタイム再生への切り替えを行って処理を終了する。
【００６９】
　一方、ステップ５（ＳＴ５）においては、引き続きタイムシフト再生を行って処理を終
了する。
【００７０】
　以上述べたように、本実施形態によれば、タイムシフト再生中における放送の受信不能
状態が、タイムシフト時間との関係において所定の条件を満足するようになった場合には
、ＣＰＵ５の制御によってリアルタイム再生への切り替えを行うことができるので、映像
・音声の編集処理や早送り処理を要することなく、受信不能状態に応じた好適なタイミン
グでタイムシフト再生からリアルタイム放送への切り替えを行うことができる。
【００７１】
　この結果、情報処理負担を軽減しつつタイムシフト再生中における放送の受信不能状態
に応じてタイムシフト再生からリアルタイム再生にすみやかに切り替えることができる。
【００７２】
　なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、必要に応じて種々の
変更が可能である。
【００７３】
　例えば、図４に示したような切り替え時期判定の第３の例を採用する場合には、切り替
え条件を満足するようになった時点からタイムシフト時間Ｔ分遡った時点までの間の時間
帯は、連続受信不能時間ｔと、この連続受信不能時間ｔに後続する受信可能時間Ｔ－ｔと
によって構成されることになる。
【００７４】
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　そして、このような場合には、リアルタイム再生への切り替えによって、受信可能時間
Ｔ－ｔの時間帯のリアルタイムの放送内容をタイムシフト再生において視聴することがで
きなくなる。
【００７５】
　そこで、このような受信可能時間Ｔ－ｔの時間帯のリアルタイムの放送内容をタイムシ
フト再生において視聴可能とするために、例えば、図６に示すように、リアルタイム再生
への切り替えが行われた時点（図４、６においては、切り替え条件を満足するようになっ
た時点Ｐ１と同一）から連続受信不能時間ｔと同一の時間ｔが経過した時点Ｐ２において
、リアルタイム再生からタイムシフト再生への切り替えを行うか否かの問い合わせをユー
ザが応答可能な状態として出力するようにしてもよい。
【００７６】
　この問い合わせは、問い合わせ手段としてのＣＰＵ５によって行うようにすればよい。
【００７７】
　そして、制御手段としてのＣＰＵ５は、図６に示すように、リアルタイム再生からタイ
ムシフト再生への切り替えの有無の問い合わせに対するタイムシフト再生への切り替えを
行う旨の応答を待って、タイムシフト再生への切り替えを行うようにすればよい。このよ
うにすれば、図６における破線枠で囲まれた受信可能時間Ｔ－ｔの時間帯のリアルタイム
の放送内容を、タイムシフト再生によって視聴することができ、適切に受信されて記録さ
れたテレビ放送を視聴する機会を逸してしまうといったユーザのデメリットを解消するこ
とができる。なお、このように、リアルタイム再生からタイムシフト放送へと切り替えを
行った場合には、それ以降、再びリアルタイム再生へと復帰するために、ＣＰＵ５による
前述した切り替え時期判定を行うようにすればよい。
【００７８】
　また、本発明は、テレビ放送以外の放送に適用してもよいし、さらに、車両以外の移動
体（例えば、携帯電話機）に適用してもよいことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明に係る移動体用放送受信装置の実施形態を示すブロック図
【図２】本発明に係る移動体用放送受信装置の実施形態において、切り替え時期判定の第
１の例を説明するためのタイムチャート
【図３】本発明に係る移動体用放送受信装置の実施形態において、切り替え時期判定の第
２の例を説明するためのタイムチャート
【図４】本発明に係る移動体用放送受信装置の実施形態において、切り替え時期判定の第
３の例を説明するためのタイムチャート
【図５】本発明に係る移動体用放送受信装置の実施形態を示すフローチャート
【図６】本発明に係る移動体用放送受信装置の実施形態において、切り替え時期判定の第
３の例の変形例を説明するためのタイムチャート
【図７】従来から採用されていたタイムシフト再生方法の一例を説明するためのタイムチ
ャート
【符号の説明】
【００８０】
　１　車載用デジタル放送受信装置
　２　チューナ
　５　ＣＰＵ
　１７　ハードディスクドライブ
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【図３】
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